
沖縄県全島緑化県民運動推進会議設置要綱 

(名称) 
第１条  この会議は、沖縄県全島緑化県民運動推進会議（以下「推進会議」という。)

という。 

(目的) 

第２条  推進会議は、防風・防潮林・道路緑化・都市公園・学校緑化・公共施設、
住宅など県全体の緑化を効率的に組み合わせ、１００年先を見据えた 緑づくりを

目指して、自然災害防止力を高めるとともに、花と緑で潤いと安らぎのある「緑の
美ら島」の創生を図るため、県民総ぐるみで全島緑化県民 運動(以下「県民運動」

という。) を円滑かつ効果的に推進することを目的に設置する。 

(所掌事務) 
第３条 推進会議は県民運動に係る次の各号に掲げる事項を行う。 

(1) 総合企画調整に関すること 
(2) 推進計画に関すること 
(3) 広報・普及啓発に関すること 
(4) その他県民運動の推進に関すること 

(組織) 

第４条 推進会議は、別表第１に掲げる機関及び団体(以下「構成団体」という。)を

もって構成し、委員は構成団体の役職員をもって充てる。 

２ 推進会議に別表第２掲げる緑化アドバイザーを配置し、県民運動の指導・助言

を行う。 

(役員) 
第５条 推進会議に役員として会長、副会長及び常任委員を置く。 
２ 会長は沖縄県知事をもって充てる。 
３ 副会長及び常任委員の役員は、別表第３に掲げる者をもって充てる。 

(役員の職務) 
第６条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があら
かじめ定める順位により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、会長及び副会長を補佐し、会長の命を受け、県民会議の会務を掌理
するとともに、会長、副会長ともに事故あるとき、又は欠けたとき は、その職務
を代理する。 

(会議) 

第７条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 
２ 推進会議は、推進会議を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことがで
きない。 

３ 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。 
(1) 県民運動の推進計画に関すること 
(2) 県民運動の実施状況に関すること 
(3) その他重要な事項に関すること 
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４ 第２項の規定にかかわらず、会長の判断により、推進会議を書面により開催で

きるものとする。 
５ 前項の規定に基づき、推進会議を開催する場合において、第３項に掲げる審議
事項について、書面により可否を求め、その結果をもって議決に代えることがで
きる。この場合において、委員の過半数から書面による回答が得られなければ、議
決とすることができないものとする。 

６ 前項の規定に基づく議決については、次条の規定にかかわらず、代理人への委

任は認めないものとする。 

(委任) 
第８条  推進会議に出席できない構成員は、代理人に議決を委任することができる。 

(組織) 
第９条 推進会議の円滑な運営に関し必要な事項を協議・調整のため、推進会議の
下に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、推進会議の付議すべき事案をあらかじめ調査検討し、推進会議の円
滑な運営を図る。 

３ 幹事会は、幹事長及び副幹事長及び幹事で構成する。 
４ 幹事長には、環境部統括監をもって充てる。 
５ 副幹事長及び幹事は、別表４に掲げる職にあるものとする。 
６ 幹事長は、会議を統括する。 
７ 幹事長に事故あるとき、又は欠けたときは、副幹事長がその職務を代理する。 
８ 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集する。 

９  幹事長は、必要があると認めるときは、会議に関係者等の出席を求め、その意
見又は説明を聴くことができる。 

10 幹事長は、調査・実務作業を行うための関係機関の実務者等で構成する ワーキ
ングチームを組織することができる。 

11 幹事長の判断により、幹事会を書面により開催できるものとする。 

(任期) 
第 10 条 推進会議役員・委員及び幹事会委員の任期は、推進会議が設置されている

間において継続とする。 

(事務局) 

第 11 条 推進会議及びワーキングチームの事務局は沖縄県環境部環境再生課に置く。 

(補足) 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

附則 
この要綱は、平成２０年６月２７日から施行する。 
この要綱は、平成２０年１２月２日から施行する。 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
この要綱は、平成２４年１２月１２日から施行する。 
この要綱は、平成２５年１２月２４日から施行する。 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
この要綱は、平成２６年１２月２６日から施行する。 

この要綱は、平成２９年２月９日から施行する。 

この要綱は、平成３０年１２月７日から施行する。 
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この要綱は、令和元年１２月２０日から施行する。 

この要綱は、令和３年２月２日から施行する。 

この要綱は、令和５年１月２０日から施行する。 

この要綱は、令和６年１月１５日から施行する。 

この要綱は、令和７年１１月２８日から施行する。 

 

別表第１(第４条関係) 推進会議 構成機関・団体 

構成分類 構成団体名 
行政 沖縄県(緑化関係部) 

内閣府沖縄総合事務局 

沖縄県市長会 
沖縄県町村会 

沖縄県教育委員会 

沖縄県企業局 
林野庁沖縄森林管理署 

農林水産関係団体 

緑化・造園業団体 
公益社団法人 沖縄県緑化推進委員会 

沖縄県農業協同組合 

沖縄県漁業協同組合連合会 

沖縄県土地改良事業団体連合会 

沖縄県森林組合連合会 

一般社団法人 沖縄県造園建設業協会 

一般社団法人 沖縄県木材協会 

一般社団法人 沖縄県森林協会 

沖縄県森林土木協議会 

観光関係団体、青少 

年・婦人・福祉団体 
経済関係団体 

建設業関係団体 
民間企業 

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 

一般財団法人 沖縄美ら島財団 
一般社団法人 沖縄県ＰＴＡ連合会 

一般社団法人 沖縄県女性連合会 
公益社団法人 沖縄県青少年育成県民会議 

一般社団法人 沖縄県経営者協会 

沖縄県商工会議所連合会 
一般社団法人 沖縄県銀行協会 

沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 
一般社団法人 沖縄県建設業協会 

沖縄都市モノレール株式会社 
株式会社沖縄海邦銀行 

沖縄電力株式会社 

イオン琉球株式会社 
一般社団法人 沖縄県産業資源循環協会 

西日本高速道路株式会社九州支社沖縄高速道路事務所 
 

別表第２(第４条２項関係) 緑化アドバイザー 

学識経験者 琉球大学農学部名誉教授 仲間 勇栄 
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別表第３(第５条関係)   

推進会議に
おける役職

所属 役職 

会長 沖縄県 知事 
副会長 沖縄県 副知事 
副会長 内閣府沖縄総合事務局 局長 
副会長 公益社団法人 沖縄県緑化推進委員会 

(沖縄県議会議長) 
会長 

副会長 沖縄県市長会 会長 

副会長 沖縄県町村会 会長 
常任委員 沖縄県環境部 部長 
常任委員 沖縄県農林水産部 部長 
常任委員 沖縄県土木建築部 部長 

常任委員 沖縄県教育委員会 教育長 
委員 沖縄県企業局 局長 
委員 沖縄県商工労働部 部長 

委員 沖縄県文化観光スポーツ部 部長 
委員 林野庁沖縄森林管理署 署長 
委員 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 会長 
委員 一般財団法人 沖縄美ら島財団 理事長 
委員 沖縄県農業協同組合 代表理事理事長 
委員 沖縄県漁業協同組合連合会 代表理事会長 
委員 沖縄県土地改良事業団体連合会 会長 

委員 一般社団法人 沖縄県経営者協会 会長 
委員 沖縄県商工会議所連合会 会長 

委員 一般社団法人 沖縄県銀行協会 会長 
委員 一般社団法人 沖縄県建設業協会 会長 
委員 沖縄県森林組合連合会 会長 
委員 一般社団法人 沖縄県造園建設業協会 会長 

委員 沖縄県森林土木協議会 会長 
委員 一般社団法人 沖縄県森林協会 会長 
委員 一般社団法人 沖縄県木材協会 代表理事 
委員 一般社団法人 沖縄県ＰＴＡ連合会 会長 

委員 一般社団法人 沖縄県女性連合会 会長 

委員 公益社団法人 沖縄県青少年育成県民会議 会長 
委員 沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長 

委員 沖縄都市モノレール株式会社 代表取締役社長 

委員 株式会社沖縄海邦銀行 代表取締役頭取 

委員 沖縄電力株式会社 代表取締役社長 

委員 イオン琉球株式会社 代表取締役社長 

委員 一般社団法人 沖縄県産業資源循環協会 会長 
委員 西日本高速道路株式会社九州支社沖縄高速道路事務

所 
所長 
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別表第４(第９条関係) 

 

推進会議幹事
会における役 

職名 

所属 役職 

幹事長 沖縄県環境部 環境企画統括監 
副幹事長 沖縄県環境部 環境政策課長 

幹事 沖縄総合事務局農林水産部 林務水産課長 
幹事 沖縄総合事務局開発建設部 建設産業・地方整備課長 

幹事 林野庁沖縄森林管理署 地域林政調整官 

幹事 沖縄県環境部 環境保全課長 

幹事 沖縄県環境部 環境整備課長 
幹事 沖縄県環境部 自然保護課長 
幹事 沖縄県農林水産部 森林管理課長 
幹事 沖縄県農林水産部 村づくり計画課長 

幹事 沖縄県農林水産部 農地農村整備課長 
幹事 沖縄県農林水産部 漁港漁場課長 

幹事 沖縄県土木建築部 道路管理課長 
幹事 沖縄県土木建築部 道路街路課長 

幹事 沖縄県土木建築部 港湾課長 
幹事 沖縄県土木建築部 住宅課長 
幹事 沖縄県土木建築部 都市公園課長 

幹事 沖縄県教育庁 施設課長 

幹事 沖縄県商工労働部 企業立地推進課長 

幹事 沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課長 
幹事 沖縄県市長会 事務局長 
幹事 沖縄県町村会 事務局長 

幹事 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビ
ューロー 

事務局長 

幹事 一般財団法人 沖縄美ら島財団 事務局長 
幹事 一般社団法人 沖縄県経営者協会 事務局長 

幹事 沖縄県商工会議所連合会 事務局長 
幹事 公益社団法人 沖縄県緑化推進委員会 常務理事 
幹事 沖縄県森林組合連合会 代表理事専務 

幹事 一般社団法人 沖縄県造園建設業協会 理事 

幹事 沖縄都市モノレール株式会社 総務課長 
幹事 株式会社沖縄海邦銀行 調査役 

幹事 沖縄電力株式会社 環境部環境企画グループ長 
幹事 イオン琉球株式会社 社長室長 
幹事 一般社団法人 沖縄県産業資源循環協会 事務局長 

幹事 西日本高速道路株式会社九州支社沖縄高
速道路事務所 

保全計画課長 
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